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京
都
大
学
発
明
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
九
十
六
号
）

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う

）
の
研
究
者
等
が
行
っ
た
職
務
発
明
等
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

。

そ
の
発
明
者
と
し
て
の
権
利
を
保
障
し
、
研
究
者
等
の
発
明
意
欲
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
職
務
発
明
等
の
効
率
的
活
用
に
よ
っ
て
、
本
学
に
お
け
る
研
究
者

等
の
社
会
貢
献
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
発
明
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

ア

特
許
権
の
対
象
と
な
る
発
明

イ

実
用
新
案
権
の
対
象
と
な
る
考
案

ウ

意
匠
権
の
対
象
と
な
る
創
作

二

「
特
許
権
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

ア

特
許
権

イ

実
用
新
案
権

ウ

意
匠
権

三

「
特
許
等
を
受
け
る
権
利
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

ア

特
許
を
受
け
る
権
利

イ

実
用
新
案
登
録
を
受
け
る
権
利

ウ

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利

四

「
発
明
者
」
と
は
、
発
明
等
を
行
っ
た
者
を
い
う
。

五

「
研
究
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

ア

本
学
の
教
員
、
職
員
及
び
非
常
勤
講
師

イ

本
学
の
客
員
教
授
、
外
国
人
研
究
者
等
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
本
学
と
の
間
で
発
明
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
こ
の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
合
意
し

て
い
る
者

ウ

そ
の
他
受
入
に
際
し
、
本
学
と
の
間
で
発
明
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
こ
の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
者

エ

本
学
の
学
部
及
び
大
学
院
の
学
生
（
研
究
室
に
配
属
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る

）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
本
学
と
の
間
で
発
明
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
こ

。

の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
者
（
当
該
学
生
が
民
間
企
業
等
の
役
員
、
従
業
員
等
の
地
位
を
同
時
に
有
す
る
場
合
は
、
当
該
学
生
が
こ

の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
民
間
企
業
等
の
同
意
が
あ
る
も
の
に
限
る

）
。

六

「
学
生
」
と
は
、
前
号
の
エ
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

七

「
職
務
発
明
等
」
と
は
、
研
究
者
等
が
本
学
の
資
金
、
施
設
、
設
備
そ
の
他
の
資
源
を
用
い
て
行
っ
た
発
明
等
を
い
う
。

第
二
章

発
明
評
価
委
員
会
等
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（
発
明
評
価
委
員
会
）

第
三
条

本
学
に
、
研
究
者
等
の
職
務
発
明
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
審
議
し
、
及
び
本
学
の
職
務
発
明
等
の
動
向
等
の
評
価
、
第
七
条
に
定
め
る
拠
点
発
明
評
価

委
員
会
か
ら
の
年
次
報
告
に
つ
い
て
の
評
価
等
を
行
う
た
め
、
発
明
評
価
委
員
会
を
置
く
。

第
四
条

発
明
評
価
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
揚
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一

総
長
が
指
名
す
る
理
事

二

各
拠
点
委
員
会
の
委
員
長

三

そ
の
他
総
長
が
必
要
と
認
め
る
者

若
干
名

２

前
項
第
三
号
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

３

前
項
第
三
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
五
条

発
明
評
価
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。

２

委
員
長
は
、
発
明
評
価
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

第
六
条

発
明
評
価
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

発
明
評
価
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
委
員
長
が
決
す
る
。

（
拠
点
委
員
会
）

第
七
条

発
明
評
価
委
員
会
に
、
次
条
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
等
を
行
う
た
め
、
吉
田
、
宇
治
、
桂
、
医
学
領
域
及
び
学
術
情
報
領
域
の
各
区
分
に
よ
り
拠

点
発
明
評
価
委
員
会
（
以
下
「
拠
点
委
員
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

２

拠
点
委
員
会
の
管
轄
す
る
部
局
は
、
総
長
が
定
め
る
。

第
八
条

拠
点
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
し
、
そ
の
結
果
を
総
長
に
答
申
す
る
。

一

第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
が
あ
っ
た
発
明
等
が
第
十
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
本
学
が
当
該
特
許
等
を
受
け
る
権
利
を
承
継
す
る
か
否
か
及
び
当

該
発
明
等
に
つ
い
て
特
許
権
等
を
出
願
す
る
か
否
か
の
判
断
に
係
る
事
項

二

発
明
者
の
確
定
に
係
る
事
項

三

第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
時
期
に
お
け
る
特
許
権
等
を
維
持
す
る
か
否
か
の
判
断
に
係
る
事
項

四

特
許
権
等
の
ラ
イ
セ
ン
ス
許
諾
を
行
う
か
否
か
の
判
断
に
係
る
事
項

五

本
学
帰
属
の
特
許
等
を
受
け
る
権
利
及
び
特
許
権
等
に
つ
い
て
の
紛
争
、
訴
訟
等
に
対
す
る
対
応
に
係
る
事
項

２

拠
点
委
員
会
は
、
前
項
第
一
号
の
審
議
に
際
し
て
は
、
当
該
発
明
等
の
権
利
化
の
可
能
性
、
権
利
化
に
要
す
る
費
用
、
特
許
権
等
の
実
施
に
よ
る
収
益
及
び
特

許
権
等
の
維
持
管
理
に
係
る
費
用
そ
の
他
諸
般
の
要
素
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

３

拠
点
委
員
会
の
分
担
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

研
究
者
等
が
届
出
を
し
た
発
明
等

原
則
と
し
て
、
当
該
研
究
者
等
が
所
属
す
る
研
究
科
、
研
究
所
等
を
管
轄
す
る
拠
点
委
員
会

二

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
等
を
受
け
る
権
利
の
譲
渡
の
申
出
を
受
け
た
発
明
等

当
該
発
明
等
が
関
連
す
る
拠
点
委
員
会

三

前
二
号
に
基
づ
き
担
当
拠
点
委
員
会
が
定
ま
ら
な
い
場
合

総
長
が
指
定
す
る
拠
点
委
員
会

第
九
条

拠
点
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
各
若
干
名
で
組
織
す
る
。

一

前
条
第
三
項
第
一
号
よ
り
当
該
拠
点
委
員
会
が
管
轄
す
る
研
究
科
等
の
教
授
又
は
助
教
授

二

本
学
内
外
の
技
術
専
門
家

三

本
学
内
外
の
法
律
専
門
家
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四

本
学
内
外
の
知
財
専
門
家

五

本
学
内
外
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
専
門
家

２

拠
点
委
員
会
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

、

、

。

、

、

。

３

拠
点
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は

二
年
と
し

再
任
を
妨
げ
な
い

た
だ
し

欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
補
欠
の
委
員
の
任
期
は

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る

第
十
条

拠
点
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
当
該
拠
点
委
員
会
の
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。

２

委
員
長
は
、
拠
点
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

第
十
一
条

拠
点
委
員
会
は
、
拠
点
委
員
会
の
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

拠
点
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
委
員
長
が
決
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
拠
点
委
員
会
は
、
書
面
（
電
子
媒
体
を
含
む

）
の
回
覧
を
も
っ
て
第
一
項
の
会
議
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

。

に
お
け
る
拠
点
委
員
会
の
議
事
は
、
拠
点
委
員
会
の
委
員
の
過
半
数
の
賛
成
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
委
員
長
が
決
す
る
。

第
十
二
条

拠
点
委
員
会
の
委
員
が
職
務
発
明
等
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
当
該
発
明
等
に
関
す
る
拠
点
委
員
会
の
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

第
三
章

職
務
発
明
等
の
届
出

（
届
出
）

第
十
三
条

研
究
者
等
は
、
職
務
発
明
等
を
行
っ
た
場
合
、
速
や
か
に
総
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
研
究
者
等
が
、
特
許
権
等
の
出
願
を
す
る

こ
と
が
公
共
の
利
益
に
反
す
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
者
等
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
、
職
務
発
明
等
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

本
学
の
複
数
の
研
究
者
等
に
よ
る
研
究
の
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
一
人
の
発
明
者
が
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
と
き

二

他
の
大
学
若
し
く
は
法
人
又
は
個
人
若
し
く
は
民
間
企
業
等
と
の
共
同
研
究
に
よ
る
と
き

三

他
の
大
学
若
し
く
は
法
人
又
は
個
人
若
し
く
は
民
間
企
業
等
か
ら
の
受
託
研
究
に
よ
る
と
き

３

総
長
は
、
第
一
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
発
明
者
に
届
出
を
受
理
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

研
究
者
等
は
、
職
務
発
明
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
職
務
発
明
等
に
つ
い
て
、
自
ら
特
許
権
等
の
出
願
を
行
い
、
又
は
第
三
者
を
し
て
特
許
権
等
の
出
願
を

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
学
が
継
承
し
な
い
と
決
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
権
利
の
承
継
の
決
定
及
び
通
知
）

第
十
四
条

総
長
は
、
前
条
第
一
項
の
職
務
発
明
等
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
担
当
拠
点
委
員
会
（
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
研
究
者
等

の
職
務
発
明
等
に
つ
い
て
担
当
す
る
こ
と
と
な
る
拠
点
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
開
催
さ
せ
て
、
そ
の
審
議
結
果
を
も
と
に
、
本
学
が
当
該
特
許
等
を

。

受
け
る
権
利
を
承
継
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。

２

総
長
は
、
当
該
研
究
者
等
に
決
定
の
内
容
及
び
担
当
拠
点
委
員
会
に
お
け
る
審
議
結
果
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
渡
証
書
等
の
提
出
）

第
十
五
条

研
究
者
等
は
、
前
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
許
等
を
受
け
る
権
利
を
本
学
が
承
継
す
る
と
決
定
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
総
長
に
譲
渡
証
書
そ
の
他
総
長
が
定
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

権
利
の
帰
属
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（
大
学
帰
属
の
原
則
）

第
十
六
条

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
学
が
承
継
す
る
旨
決
定
し
た
権
利
は
、
本
学
に
帰
属
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
本

学
が
継
承
し
な
い
と
決
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
務
発
明
等
を
発
明
者
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
本
学
以
外
の
資
金
に
よ
る
研
究
）

第
十
七
条

研
究
者
等
が
、
受
託
研
究
費
、
共
同
研
究
費
、
民
間
企
業
等
か
ら
の
奨
学
寄
附
金
、
国
等
か
ら
の
補
助
金
そ
の
他
本
学
以
外
の
資
金
に
よ
っ
て
研
究
を

行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
研
究
に
よ
り
職
務
発
明
等
が
生
じ
た
と
き
は
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
共
同
研
究
）

第
十
八
条

研
究
者
等
が
、
他
の
大
学
若
し
く
は
法
人
又
は
個
人
若
し
く
は
民
間
企
業
と
共
同
研
究
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
研
究
に
よ
り
職
務
発
明
等
が
生

じ
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
第
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
共
同
研
究
の
相
手
方
と
の
間
で
、
共
同
研
究
の
相
手
方
の
資
金
、
施
設
、
設
備
そ

の
他
の
資
源
の
提
供
度
合
に
応
じ
て
そ
の
成
果
の
帰
属
と
そ
の
持
分
を
別
途
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
共
同
研
究
の
相
手
方
に
一
定
の
成
果
又
は
そ
の
持
分
の
帰
属
を
認
め
た
と
き
は
、
研
究
者
等
に
帰
属
す
る
発
明
等
又
は
そ
の

持
分
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
役
員
等
兼
業
、
技
術
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
兼
業
等
）

第
十
九
条

研
究
者
等
（
学
生
を
除
く

）
が
、
技
術
移
転
事
業
者
（
Ｔ
Ｌ
Ｏ
）
の
役
員
等
の
兼
業
、
研
究
成
果
活
用
企
業
の
役
員
等
の
兼
業
、
株
式
会
社
若
し
く

。

は
有
限
会
社
の
監
査
役
と
の
兼
業
又
は
技
術
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
兼
業
そ
の
他
の
兼
業
を
行
う
場
合
、
当
該
兼
業
に
よ
り
行
っ
た
発
明
等
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
こ
の
規
程
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
研
究
者
が
兼
業
を
行
う
に
際
し
、
本
学
の
施
設
、
設
備
そ
の
他
の
資
源
を
用
い
る
こ
と
を
総
長
が

認
め
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
、
当
該
研
究
者
等
は
、
そ
の
兼
業
先
と
の
間
で
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
研
究
者
等
が
当
該
役
員
等
の
職
務
の
遂
行
に
よ

り
行
っ
た
研
究
等
の
成
果
又
は
当
該
技
術
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
成
果
の
帰
属
及
び
そ
の
持
分
を
定
め
る
も
の
と
し
、
当
該
研
究
者
等
に
帰
属
す
る
発
明
等
又
は

そ
の
持
分
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

学
生
が
、
民
間
企
業
等
の
役
員
、
従
業
員
等
を
兼
ね
る
場
合
又
は
他
の
法
人
、
個
人
若
し
く
は
民
間
企
業
に
対
し
て
技
術
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
場
合
、

当
該
兼
業
に
よ
り
行
っ
た
発
明
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
海
外
の
研
究
機
関
に
お
け
る
研
究
成
果
の
取
扱
い
）

第
二
十
条

研
究
者
等
が
、
海
外
の
研
究
機
関
に
お
い
て
客
員
研
究
員
等
（
本
学
に
お
け
る
研
究
者
等
の
身
分
を
保
有
し
て
一
定
期
間
海
外
の
研
究
機
関
等
で
研
究

に
従
事
す
る
者
を
い
う

）
と
し
て
挙
げ
た
研
究
成
果
は
、
当
該
研
究
機
関
の
内
部
規
程
及
び
当
該
国
に
お
け
る
関
係
法
令
に
従
う
。

。

（
本
学
と
他
大
学
等
と
の
間
の
研
究
者
の
異
動
）

第
二
十
一
条

研
究
者
等
が
、
他
の
大
学
等
他
機
関
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
他
大
学
等
」
と
い
う

）
か
ら
本
学
に
赴
任
又
は
本
学
か
ら
他
大
学
等
へ
赴
任
す
る

。

こ
と
に
伴
い
、
職
務
発
明
等
が
本
学
を
含
む
複
数
の
大
学
等
に
関
連
す
る
場
合
、
研
究
者
等
は
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
発
明
等

を
総
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
担
当
拠
点
委
員
会
が
、
当
該
特
許
等
を
受
け
る
権
利
が
本
学
又
は
他
大
学
等
に
帰
属
す
る
と
判
断
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
特
許
等

を
受
け
る
権
利
を
共
有
す
る
こ
と
と
な
る
他
大
学
等
と
そ
れ
ぞ
れ
の
持
分
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
学
に
帰
属
す
る
持
分
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
任
意
譲
渡
）

第
二
十
二
条

研
究
者
等
以
外
の
個
人
、
法
人
又
は
国
か
ら
、
特
許
等
を
受
け
る
権
利
を
本
学
に
譲
渡
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
総
長
は
、
担
当
拠
点
委
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員
会
の
議
を
経
て
、
当
該
特
許
等
を
受
け
る
権
利
を
承
継
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
職
務
発
明
等
以
外
の
研
究
者
等
が
行
っ
た
発
明
等
に
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

不
服
申
立

（
設
置
）

第
二
十
三
条

本
学
は
、
こ
の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
研
究
者
等
か
ら
の
不
服
の
申
出
に
対
応
す
る
た
め
、
不
服
申
立
窓
口
を
設
置
す
る
。

（
不
服
申
立
窓
口
の
職
務
）

第
二
十
四
条

不
服
申
立
窓
口
は
、
職
務
発
明
等
の
届
出
か
ら
技
術
移
転
に
渡
る
こ
の
規
程
の
適
用
に
関
し
、
こ
の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
研
究
者
等
の
不
服
に
対

応
す
る
。

（
不
服
申
立
の
方
法
）

第
二
十
五
条

研
究
者
等
は
、
第
十
四
条
第
一
項
の
決
定
に
対
し
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
四
週
間
以
内
に
、
不
服
申
立
窓
口

に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
立
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
長
が
定
め
る
。

第
六
章

特
許
権
等
の
実
施
、
維
持
等

（
権
利
化
及
び
事
業
化
等
）

第
二
十
六
条

第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
学
が
承
継
す
る
と
決
定
し
た
特
許
等
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
総
長
が
出
願

そ
の
他
権
利
化
に
必
要
な
手
続
を
行
う
と
と
も
に
、
本
学
に
帰
属
す
る
特
許
権
等
に
係
る
ラ
イ
セ
ン
ス
等
の
交
渉
及
び
契
約
締
結
を
行
う
こ
と
に
よ
り
事
業
化
を

促
す
も
の
と
す
る
。

２

研
究
者
等
は
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
を
し
た
発
明
等
に
つ
い
て
、
本
学
が
出
願
手
続
又
は
第
三
者
か
ら
の
異
議
申
立
等
に
対

す
る
協
力
を
依
頼
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
実
施
に
対
す
る
本
学
の
措
置
）

第
二
十
七
条

第
十
六
条
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
学
に
帰
属
す
る
特
許
権
等
が
共
同
研
究
の
相
手
方
と
の
共
有
に
係
る
場
合
は
、
当
該
相
手

方
が
相
当
な
期
間
正
当
な
理
由
な
く
当
該
特
許
権
等
を
実
施
し
な
い
場
合
に
、
本
学
が
そ
の
他
の
者
に
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
る

等
、
当
該
発
明
等
が
社
会
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
措
置
で
き
る
権
利
を
当
該
相
手
方
と
の
契
約
に
お
い
て
留
保
す
べ
く
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
第
十
六
条
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
学
に
単
独
に
帰
属
す
る
特
許
権
等
を
共
同
研
究
の
相
手
方
に
独
占
的
に
実
施
許

諾
す
る
場
合
に
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
六
条
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
学
に
帰
属
す
る
特
許
権
等
が
共
同
研
究
の
相
手
方
と
の
共
有
に
係
り
、
か
つ
、
本
学
が
自
ら
又
は

そ
の
他
の
者
へ
の
実
施
許
諾
等
の
方
法
に
よ
り
当
該
特
許
権
等
を
十
分
に
活
用
で
き
な
い
場
合
、
本
学
は
、
当
該
相
手
方
が
当
該
特
許
権
等
を
実
施
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
た
収
益
の
う
ち
、
本
学
の
持
分
に
相
当
す
る
対
価
を
請
求
で
き
る
権
利
を
当
該
相
手
方
と
の
契
約
に
お
い
て
留
保
す
べ
く
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
特
許
権
等
の
存
続
期
間
中
の
維
持
等
）

第
二
十
八
条

本
学
は
、
第
十
六
条
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
学
に
帰
属
す
る
特
許
権
等
の
存
続
期
間
中
、
そ
の
権
利
を
維
持
す
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
学
は
、
特
許
権
に
つ
い
て
は
設
定
登
録
の
日
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
時
点
、
実
用
新
案
権
に
つ
い
て
は
実
用
新
案
登
録
出
願

の
日
か
ら
三
年
、
意
匠
権
に
つ
い
て
は
意
匠
登
録
出
願
の
日
か
ら
五
年
及
び
十
年
が
そ
れ
ぞ
れ
経
過
し
た
時
点
で
、
維
持
の
可
否
及
び
そ
の
理
由
等
の
発
明
者
の
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意
見
を
聴
取
し
た
う
え
で
、
特
許
権
等
を
維
持
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
発
明
者
が
退
職
、
長
期
出
張
等
に
よ
り
意
見
を
聴
く
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
か
ら
意
見

を
聴
く
も
の
と
す
る
。
発
明
者
が
学
生
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
卒
業
、
修
了
又
は
退
学
に
よ
り
意
見
を
聴
く
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
同
様
と
す
る
。

（
知
的
財
産
を
巡
る
紛
争
、
訴
訟
等
に
対
す
る
対
応
）

第
二
十
九
条

第
十
六
条
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
学
に
帰
属
す
る
特
許
権
等
の
知
的
財
産
を
巡
る
紛
争
、
訴
訟
等
に
つ
い
て
は
、
担
当
拠
点

委
員
会
を
開
催
し
、
裁
判
等
の
金
銭
的
負
荷
を
考
慮
し
て
適
切
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

発
明
者
へ
の
補
償

（
補
償
の
種
類
と
給
付
の
対
象
者
）

第
三
十
条

発
明
者
へ
の
補
償
は
、
出
願
時
補
償
及
び
実
施
補
償
と
す
る
。

２

前
項
の
補
償
は
、
第
十
三
条
第
一
項
の
届
出
に
お
い
て
、
発
明
者
と
し
て
届
け
出
た
者
に
対
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
拠
点
委
員
会
が
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に

よ
る
発
明
者
の
確
定
を
し
、
総
長
が
認
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
補
償
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
行
う
。

３

第
二
十
二
条
第
二
項
に
よ
る
発
明
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
譲
渡
を
申
し
出
た
研
究
者
等
を
前
項
の
発
明
者
と
し
て
届
け
出
た
者
と
み
な
し
、
本
章
の
規
定
を
適

用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
出
願
時
補
償
）

第
三
十
一
条

発
明
者
へ
の
出
願
時
補
償
金
は
、
金
六
千
円
と
す
る
。

（
実
施
補
償
）

第
三
十
二
条

本
学
が
、
こ
の
規
程
に
基
づ
き
承
継
し
た
特
許
権
等
の
実
施
に
よ
り
収
入
を
得
た
場
合
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
総
収

入
か
ら
、
当
該
特
許
権
等
の
申
請
、
登
録
及
び
維
持
に
要
し
た
費
用
を
差
し
引
い
た
額
に
つ
い
て
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
配
分
し
、
又
は
発
明
者
に
対

し
実
施
補
償
と
し
て
支
払
う
。

２

別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
部
局
に
配
分
さ
れ
る
部
分
に
お
け
る
当
該
部
局
内
部
で
の
配
分
は
、
各
部
局
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本
学
に
配
分
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
本
学
が
管
理
し
、
運
営
経
費
等
に
充
て
る
。

（
共
有
の
場
合
の
取
扱
い
）

第
三
十
三
条

本
章
に
定
め
る
補
償
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
発
明
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
各
人
の
補
償
金
は
、
各
共
有
者
の
持
分
に
従
い
按
分
す
る
。

（
発
明
者
の
転
職
及
び
退
職
等
並
び
に
死
亡
の
場
合
の
取
扱
い
）

第
三
十
四
条

発
明
者
が
転
職
又
は
退
職
し
た
後
も
、
本
章
に
定
め
る
補
償
金
を
受
け
る
権
利
は
、
当
該
発
明
者
に
存
続
す
る
。
発
明
者
が
学
生
及
び
大
学
院
生
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
卒
業
、
修
了
又
は
退
学
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。

２

発
明
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
本
章
に
定
め
る
補
償
金
を
受
け
る
権
利
は
、
相
続
人
に
帰
属
す
る
。

第
八
章

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
著
作
物

（
こ
の
規
程
の
準
用
）

第
三
十
五
条

研
究
者
等
が
本
学
の
資
金
、
施
設
、
設
備
そ
の
他
の
資
源
を
用
い
て
な
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
著
作
物

の
著
作
権
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
を
除
き
、
こ
の
規
程
を
準
用
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
著
作
権
の
性
質
上
準
用
が
不
可
能
又
は
不
適
切
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て

「
発
明
等
」
と
あ
る
の
は
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
等
の
著
作
物
」
と

「
特
許
権
等
」
と
あ

、

、

る
の
は
「
著
作
権
」
と

「
職
務
発
明
等
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
者
等
が
本
学
の
資
金
、
施
設
、
設
備
そ
の
他
の
資
源
を
用
い
て
作
成
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
プ

、
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ロ
グ
ラ
ム
及
び
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
著
作
物
」
と

「
発
明
者
」
と
あ
る
の
は
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
等
の
著
作
物

、

の
作
成
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

速
や
か
に
総
長
に
届
け
出
な
け

著
作
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
管
理
を
本
学
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
望
む
場
合
、
総

れ
ば
な
ら
な
い

長
に
そ
の
旨
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る

第
十
六
条

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

研
究
者
等
が
第
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
著
作
物
の
著
作
権
（
著
作
権

り
、
本
学
が
承
継
す
る
旨
決
定
し

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
権
利
を
含
む

）
。

た
権
利
は

は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
本
学
が
著
作
権
を
承
継
す
る
旨
決
定
し
た
場
合

第
三
十
条

第

出
願
時
補
償
及
び
実
施
補
償

実
施
補
償

一
項

第
九
章

雑
則

（
守
秘
義
務
）

第
三
十
六
条

研
究
者
等
は
、
職
務
発
明
等
に
関
す
る
情
報
の
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
届
出
義

務
が
な
い
発
明
等
及
び
第
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
も
の
の
本
学
が
特
許
等
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
な
い
旨
決
定
し
た
発
明
等
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
に
基
づ
き
秘
密
保
持
の
義
務
の
あ
る
発
明
等
に
つ
い
て
、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
四
月
十
三
日
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
条
に
定
め
る
事
情
が
あ

る
場
合
、
発
明
者
は
、
そ
の
旨
を
総
長
に
あ
ら
か
じ
め
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
降
に
研
究
者
等
が
行
っ
た
発
明
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
行
っ
た
発
明
で

あ
っ
て
も
、
第
二
十
二
条
第
二
項
に
よ
り
研
究
者
等
か
ら
特
許
等
を
受
け
る
権
利
を
任
意
譲
渡
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

京
都
大
学
発
明
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
達
示
第
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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別
表

実
施
補
償
に
よ
る
特
許
権
等
の
収
入
の
配
分

二
百
万
円
〜
五
千
万
円

収
入
実
績

二
百
万
円
未
満
の
部
分

五
千
万
円
以
上
の
部
分

未
満
の
部
分

（

）

（

）

発
明
者

二
十
パ
ー
セ
ン
ト

（
注
）

三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

注

五
十
パ
ー
セ
ン
ト

注

部

局

三
十
パ
ー
セ
ン
ト

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
十
パ
ー
セ
ン
ト

大

学

五
十
パ
ー
セ
ン
ト

四
十

パ
ー
セ
ン
ト

三
十
パ
ー
セ
ン
ト

注

発
明
者
へ
の
配
分
率
に
つ
い
て
は
、
発
明
者
の
寄
与
度
が
著
し
く
高
い
場
合
や
発
明
等
の
価
値
が
著
し
く
高
い
場
合
又
は
発
明
の
完
成
に
至
る
ま
で
著
し
く

長
い
年
月
が
か
か
り
、
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
発
明
者
が
発
明
等
に
関
わ
る
研
究
に
関
与
し
た
の
が
届
出
前
の
一
時
期
に
限
ら
れ
る

場
合
な
ど
、
特
許
権
等
の
取
得
に
至
っ
た
経
緯
、
発
明
等
が
財
産
的
価
値
を
有
す
る
に
至
っ
た
経
緯
等
の
諸
事
情
を
考
慮
し
て
、
上
記
の
配
分
率
を
二
十
パ

ー
セ
ン
ト
の
場
合
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
、
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
、
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
範
囲
で
増
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
部
局

及
び
大
学
へ
の
配
分
は
、
発
明
者
へ
の
実
施
補
償
を
行
っ
た
残
額
に
つ
い
て
、
上
記
各
比
率
で
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。


